
R6 苅田町放課後児童クラブ指定管理者プロポーザル 質疑応答 

 

Q1. 子どもひろばの予算を考えなければなりません。 

登録料は実施規定にありましたので、見込みの人数を決めれば金額はでます。 

しかし委託料については資料がないので皆目不明です。 

南原の R５年度の資料が入手出来たのですが、 

指導員５人、平日１７５日、土曜１２日、長期３１日 単価９５０円/ｈ 

他に講師謝金、消耗品、特例給付、食糧費 総額３，８８５，０００円でした。 

時給単価は、Ｒ６年１０月（明日）から福岡県の最低賃金が９９２円になりますの

で、９５０円→１、０００円と読み替えて予算を考えてよろしいでしょうか？ 

 

A1.子どもひろばの委託料は、指導員報酬・講師謝金・消耗品費・特例給付・食糧費を

もとに計算しておりますが、年度終了後に実績に応じて精算するようにしておりま

す。予算における報酬は、指導員は最低賃金（国の補助金要項の金額による）、主任は

支援員の報酬単価+100 円で計算してください。 

 

 

Q2. 実施規程では町が指定する傷害保険に加入とのことですが、どちらの保険会社で

しょうか？Ｒ６年の実績金額、保険の内容等教えてください。 

 

A2.苅田町放課後子どもひろば事業実施規程第 11 条の保険加入についてですが、子ど

もひろば参加児童は、子どもひろばの実施主体である町が加入する傷害保険等の被保

険者になることを記したものであり、町が加入する傷害保険等が決まっているわけで

はありません。委託業者には必ず傷害保険等に加入していただきますが、保険会社等

は各委託業者で決めていただきます。 

 参考までに、町では、被保険者が放課後子どもひろば児童・パートタイマー（対

象：指導員・主任）・参加者ボランティア（対象：チャレンジ教室の講師等）、療養補

償給付金（通院日額（傷害）2,000 円等）の内容で Chubb 損害保険株式の団体総合補

償制度費用保険に加入しています。 

 

 

Q3. 収支予算書及び決算書は、いつ時点のものを提出すればいいでしょうか？ 

 

A3.収支予算書は、今回事業を実施していただく令和 7～11 年度の 5 年分でご準備くだ

さい。決算書は、令和 5年度のものをご準備ください。 


